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⽇本マザーズピラティス協会（JMPA) 受講規約 
 

この規約（以下「本規約」といいます）は、⽇本マザーズピラティス協会（以下「当協会」
といいます）監修の下、当協会によって策定、管理され、実施される各講座（各養成講座、
グループレッスン、１DAY レッスン、研修、体験レッスン等を含みますが、これらに限ら
れず、以下「本講座」といいます）について定めるものです。本講座の受講希望者は、あら
かじめ本規約の内容を⼗分にご確認いただき、ご理解とご了承を頂いた上で、お申込みくだ
さいますようお願い致します。 

 

第１条（適⽤） 
1. 本規約は、当協会が運営・実施する各講座のすべての受講者（以下「受講者」といいま

す）に適⽤され、各々が遵守すべき事項を定めたものです。また、受講希望者は、本規
約に同意した上で、本講座の申込みを⾏うものとします。 

2. 本講座の内容は、別途当協会が案内または配布する資料等の詳細、カリキュラム等の通り
とし、また、本講座の内容に追加等の変更が⽣じた場合は、当協会は受講者に対し遅滞
なく通知するものとします。なお、当該通知後に受講者による本講座の受講があったと
きは、当該受講者は、かかる変更に同意したものとします。 

 

第２条（受講申込） 
1. 受講者は、本講座への申込みを当協会所定の⽅法により⾏うものとします。 
2. 申込⼿続の不備、誤記、遅延等、もしくは本規約または申込書の記⼊事項等について、

受講者による不知、誤認があった場合、これらに起因する受講者の不利益は受講者の責任
とし、当協会は責任を負いません。 

 

第３条（受講資格要件） 
各講座における受講資格要件は別途当協会の定める通りとします。なお、認定講習修了後、
当協会認定インストラクターとして認定を受ける場合は、当協会所定の会員として⼊会す
ることが資格認定要件となります。 

 

第４条（受講料等及び⽀払い⽅法） 
1. 本講座の受講料及び当協会指定の試験代その他テキスト代（以下「受講料等」といいま

す）は、当協会が定める料⾦表によります。 
2. 受講者は、本講座の受講料等を、各講座所定の⽀払⽅法で⽀払うものとします。なお、

当協会の指定する期⽇までに⽀払いがない場合、当該講座の申込みをキャンセルした
ものとみなします。 

3. 受講料等の⽀払いにかかる⼿数料は、受講者負担となります。 
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4. 本講座当⽇の遅刻・⽋席・途中退席その他いかなる理由においても、受領済みの受講料
等は返⾦されないものとします。 

 

第５条（キャンセル、振り替え等） 
受講者は、本講座の申込みや予約をキャンセルしようとする場合、または別⽇に振替を希望す
る場合は、当協会に対し所定の⽅法により通知する必要があります。なお、この場合、当協
会所定のキャンセルポリシーに基づきキャンセル料が発⽣しますのでご注意ください。 
【キャンセルポリシー】 
本講座のご予約後キャンセルされる場合は、当協会事務局までその旨をお電話またはメー
ルにて、ご連絡頂きますようお願い申し上げます。 

 
なお、キャンセルの申し出をされる場合、以下のキャンセル料が発⽣致しますので、ご注意、ご確
認頂きますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

● 通学講座・オンライン講座の場合
キャンセルのご連絡が、 
〈受講初⽇の１４⽇前まで〉 
キャンセル料⾦は頂きません。頂いた料⾦の全額を返⾦致します。 

 

〈受講初⽇の１３⽇前〜７⽇前まで〉 
ご予約の講座の受講料（税込）の５０％ 

 

〈受講初⽇の６⽇前以降〉 
ご予約の講座の受講料（税込）の１００％ 

 
● 通信講座（動画セミナーの場合）
キャンセルのご連絡が、 
〈動画配信前〉 
キャンセル料⾦は頂きません。頂いた料⾦の全額を返⾦致します。 

 

〈動画配信後〉 
ご予約の講座の受講料（税込）の１００％ 

 
（お客様のご都合により、受講を途中で中断される場合も返⾦は致しかねます。予めご了承く
ださい。） 
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第６条（受講契約の成⽴） 
1. 本講座の受講契約の成⽴は、当協会が受講者の受講申込みを受理し、当協会所定の審査後、

受講者に対して承認した旨をメールその他の⽅法によって発信したときとなります。 
2. 前項の成⽴は、当該講座の開講や⼀定のサービスの提供を保証するものではなく、何らか

の事由により当協会が開講⽇を変更し、または講座の開催を中⽌する場合があること、
または提供するサービス内容が変更する場合があることを、受講者は予め承諾するものと
します。なお、この場合においても、当該中⽌等で発⽣した受講者の損害や不利益につ
いて当協会は賠償する義務を負わないものとします。 

 

第７条（免責） 
1. 当協会は、本講座の提供を通じて、受講者に対し、受講者がある⼀定の知識や技術を習
得すること、または受講者の事業において特定の成果や売上その他何らかの結果を保
証するものではありません。 

2. 本講座で得た知識、ノウハウ、技術等を受講者が利⽤する場合は、受講者は⾃⼰の判断
と責任において⾏うものとし、その有効性、通⽤性、適法性、安全性、完全性、情報の
正確性について、当協会はいかなる責任を負うものではなく、保証をするものではありま
せん。併せて、その利⽤に伴い⽣じた受講者の損害について当協会は⼀切の責任を負いま
せん。 

3. 受講の際のご⾃⾝の健康状態、またお⼦様とご⼀緒に受講される場合のお⼦様の健康
状態については受講者⾃らの責任において管理をお願いいたします。併せて、所持品に
ついても、同様に⾃らの責任において管理していただき、受講中か否か、⼊会中か否か
を問わず、当協会は、受講者またはお⼦様に発⽣した盗難・傷害その他の事故や怪我に
ついて⼀切の賠償責任を負いかねますので予めご了承下さい。 

 

第８条（秘密情報等） 
1. 本規約の対象とする情報は、第２項に定める秘密情報及び第３項に定める個⼈情報（以下、
併せて「秘密情報等」といいます）とします。 

2. 秘密情報とは、受講者が本講座の受講に伴い当協会から提供された情報及び本規約に
関連する情報であって、ノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上その他有益な
情報及び秘密とされるべき情報をいいます。但し、そのうち当協会が書⾯によって事前に
承諾した情報については除外します。 

3. 個⼈情報とは、受講者が本講座の受講に伴い当協会から提供された情報及び本規約に
関連する情報、並びに当協会関係者に関する情報の内、個⼈に関する情報であって、当
該情報に含まれる⽒名、⽣年⽉⽇、識別番号、記号、符号、画像、⾳声その他の記述等
により特定の個⼈を識別できるもの（当該情報だけでは識別ができない場合であって 
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も他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個⼈を識別することがで
きることとなるものを含みます）をいいます。 

 

第９条（秘密情報等の開⽰、漏洩、⽬的外使⽤の禁⽌） 
1. 受講者は、秘密情報等について、厳に秘密を保持するものとし、第三者に開⽰あるいは
漏洩し、また本規約の⽬的以外に使⽤してはいけません。 

2. 受講者が前項の定めに違反したことにより損害の発⽣が発覚した場合、当協会は被っ
た損害の賠償を受講者に対し請求することができるものとします。 

 

第１０条（知的財産権の取扱い） 
当協会から開⽰を受けた秘密情報等その他⼀切の情報、本講座において受講者に提供され
るテキスト等の教材、⽂書、印刷物、動画、ソフトウェアその他データに関する著作権、特
許、商標、意匠その他の知的財産権などの権利は当協会または当協会が許諾する第三者に帰属し、
かつ受講者には移転しないものとします。 

 

第１１条（禁⽌⾏為） 
1. 次の各号に該当する⾏為を、本規約において受講者の禁⽌⾏為として定めます。なお、 受

講者が当該禁⽌⾏為を⾏った場合、当協会は、直ちに当該受講者との受講契約を解除 する
ことができ、当協会に損害が発⽣した場合は、損害賠償を請求することができます。 
① 本講座の進⾏、当協会の事業運営を妨げ、または他の受講者の迷惑となる⾏為 
② 当協会または当協会関係者の財産や商標権、意匠権、特許その他の知的財産権を侵
害し、または侵害するおそれのある⾏為 

③ 当協会のノウハウ、知識、⼿法、テキスト等を無断で改変、販売し、または利⽤す
る⾏為 

④ 養成校の登録なく、また当協会の承諾を得ることなく、当協会のメソッド及び当
該メソッドに類似する内容及び名称（「ボールピラティス」などの当協会登録商
標と類似する名称を含みます）について⾃ら講座を開講したり、顧客にサービス
を提供する⾏為 

④ 当協会または当協会関係者を誹謗中傷し、または名誉を傷つける⾏為 
⑤ 当協会または当協会関係者の事業やサービス内容の全部または⼀部を無断で模倣

し、あるいは模倣したと看做される⾏為 
⑥ その他前各号に準ずる⾏為 

2. 前項の規定により受講契約の終了が確定した場合、当該受講者は当協会に対して未履 
⾏分の役務の提供（未受講分の受講）、受講料等の返⾦の請求はできません。 

 

第１２条（協議） 
本規約に定めのない事項、または解釈に疑義が⽣じた条項については、当事者間で誠意をもっ
て協議し処理解決するものとします。 

 
第１３条（合意管轄） 
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本規約に関して紛争が⽣じた場合は、当協会の所在地を管轄する地⽅裁判所または簡易裁判
所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 
２０１９年６⽉１⽇ 制定 
２０２０年１０⽉１⽇ 改訂 
２０２２年９⽉１⽇ 改訂 


